
 

様式Ａ－１ 

申請等に対する処分一覧表 

（令和２年（２０２０年）６月１８日作成） 

［所管： 健康医療部 保険相談課］ 

№． 法令名 根拠条項 処分名 基準 期間 

１ 国民健康保険条例 ２３ 保険料の減免 Ａ Ｂ 

２ 介護保険条例 １２ 保険料の減免 Ａ Ｂ 

３ 豊中市国民健康保険条例 ２２ 徴収猶予 Ａ Ｂ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



様式Ｂ－１ 

申請等に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

 処 分 名 保険料の減免 

根拠法令及び条項 国民健康保険条例第 23条 

所管部課（室）係名 健康医療部 保険相談課 保険加入係 

審 

 

 

査 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

１．災害等により生活が著しく困難となった者 

２．貧困により生活のため公私の扶助を受けている者 

３．次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後 2 年を経

過する月までの間に限る。) 

ア 被保険者の資格を取得した日において，65歳以上である者 

イ 被保険者の資格を取得した日の前日において，次のいずれかに該

当する者(当該資格を取得した日において，高齢者医療確保法の規定に

よる被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者 

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし，同法第 3 条第 2 項

の規定による日雇特例被保険者を除く。 

(イ) 船員保険法の規定による被保険者 

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共

済組合の組合員 

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和 28年法律第 245号)の規定による私

立学校教職員共済制度の加入者 

(オ) 健康保険法第 126 条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付

を受け，その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに

至るまでの間にある者。ただし，同法第 3条第 2項ただし書の規定に

よる承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期

間内にある者及び同法第 126 条第 3 項の規定により当該日雇特例被

保険者手帳を返納した者を除く。 

４．前各号に掲げる者のほか，市長が特に必要と認める者 

 

参考事項 
 

設定等年月日 昭和 35年 2月 15日設定（平成 29年 3月 23日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間  総日数   日 （注：休日は含まない） 

内訳 
経由期間     日 （  事務所） 

処分期間     日 （  部  課） 

設定等年月日 平成○年○月○日設定（平成○年○月○日最終変更） 



様式Ｂ－１ 

申請等に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処 分 名 保険料の減免 

根拠法令及び条項 介護保険条例第 12条 

所管部課（室）係名 健康医療部 保険相談課 保険加入係 

審 

 

 

査 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項  

基  準 

１．第 1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者

が，震災，風水害，火災その他これらに類する災害により，住宅，家

財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。 

２．第 1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡

したこと又はその者が心身に重大な障害を受け，若しくは長期間入院

したことにより，その者の収入が著しく減少したとき。 

３．第 1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入

が，事業又は業務の休廃止，事業における著しい損失，失業等により

著しく減少したとき。 

４．前 3号に掲げるもののほか，市長が特に必要と認めるとき。 

参考事項 
 

設定等年月日 平成 12年 3月 31日設定（平成 29年 9月 28日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間  総日数   日 （注：休日は含まない） 

内訳 
経由期間     日 （  事務所） 

処分期間     日 （  部  課） 

設定等年月日 平成○年○月○日設定（平成○年○月○日最終変更） 

 

 



様式Ｂ－１ 

申請等に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

処 分 名 徴収猶予 

根拠法令及び条項 豊中市国民健康保険条例第２２条 

所管部課（室）係名 健康医療部保険相談課滞納整理係 

審 

 

 

査 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 
国民健康保険法第７７条 

豊中市国民健康保険条例施行規則第１１条 

基  準 

 

 

納付義務者が次の各号のいずれかに該当して，その納付すべき保

険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合

においては，その者の申請により，その納付することができないと

認められる金額を限度として，６月以内の期間を限って徴収を猶予

することができる。 

(1) 天災その他の災害を受けたとき 

(2) 納付義務者又はその者と生計を一にする者の疾病のため，異

状の出費をしたとき 

(3) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し，又は休止したとき 

(4) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けた

とき 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が特に必要と認めるとき 

参考事項 
 

設定等年月日 平成 年 月 日設定（平成 31年 4月 25日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間  総日数   日 （注：休日は含まない） 

内訳 
経由期間     日 （  事務所） 

処分期間     日 （  部  課） 

設定等年月日 平成 年 月 日設定（平成 年 月 日最終変更） 

備考  

 


